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　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― ○ （ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 三 年 三 月 三 十 一 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　　　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― ○ （ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ― ○ （ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 ロ の 表 九 級 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 表 第 一 ヘ の 表 三 級 の 項 第 二 号 及 び 同 表 四 級 の 項 第 二 号 中 「次長又は 」 を 削 る 。

　 別 表 第 一 チ の 表 六 級 の 項 及 び 七 級 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 （ 給 料 の 調 整 額 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 三 年 三 月 三 十 一 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　　　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 （ 給 料 の 調 整 額 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ― 二 （ 給 料 の 調 整 額 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 健 康 環 境 セ ン タ ー の 項 を 削 り 、 同 表 福 祉 相 談 セ ン タ ー の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

９　　級 １　警察本部の部長の職務
２　特に規模の大きい警察署の長の職務

６　　級

７　　級

食肉衛生検査所の所長の職務

家畜保健衛生所の所長の職務

精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー 臨 床 心 理 技 術 者 一
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　 別 表 第 一 児 童 相 談 所 の 項 中 「 心 理 判 定 指 導 員 」 を 「 児 童 心 理 司 」 に 改 め 、 同 表 女 性 相 談 所 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え

る 。

　 別 表 第 一 食 肉 衛 生 検 査 所 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 三 （ 管 理 職 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 三 年 三 月 三 十 一 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　　　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 三 （ 管 理 職 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ─ 三 （ 管 理 職 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「 政 策 監　　　　　　　　　　　 「 防 災 監

　 別 表 第 一 知 事 部 局 本 庁 の 項 中 「 県 土 整 備 技 監 」 を 削 り 、 「 政 策 監 」 を　　　　　　　 に 、 「 防 災 監 」 を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 財 務 考 査 員 」　　　　　　　　　 読 書 活 動 推

　　　 に 改 め 、 「 農 山 村 ビ ジ ネ ス 推 進 監 」 及 び 「 韓 国 交 流 推 進 監 」 を 削 り 、 同 表 知 事 部 局 地 域 振 興 局 の 項 中 「 平 鹿 地 域

進 監 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「 出 納 室 長

振 興 局 」 を 「 仙 北 地 域 振 興 局 」 に 、 「 出 納 室 長 」 を　　　　　　　　 に 改 め 、 同 表 知 事 部 局 福 祉 相 談 セ ン タ ー の 項 中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普 及 指 導 主 幹 」

　　　　　 「 所 長

「 所 長 」 を　　　　　 に 改 め 、 同 表 知 事 部 局 健 康 環 境 セ ン タ ー の 項 中 「 上 席 主 幹 」 を 削 り 、 同 表 知 事 部 局 農 林 水 産 技 術

　　　　　　 専 門 監 」

セ ン タ ー の 項 中 「 次 長 」 を 削 り 、 同 表 知 事 部 局 家 畜 保 健 衛 生 所 の 項 中 「 （ 中 央 家 畜 保 健 衛 生 所 に 限 る 。 ） 」 及 び 「 所 長

（ 中 央 家 畜 保 健 衛 生 所 を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 同 表 知 事 部 局 北 海 道 事 務 所 の 項 及 び 同 表 知 事 部 局 総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー の

項 を 削 り 、 同 表 知 事 部 局 産 業 技 術 総 合 研 究 セ ン タ ー の 項 中 「 産 業 技 術 総 合 研 究 セ ン タ ー 」 を 「 産 業 技 術 セ ン タ ー 」 に 改

め 、 「 高 度 技 術 研 究 所 長 」 を 削 り 、 「 工 業 技 術 セ ン タ ー 所 長 」 を 「 副 所 長 」 に 改 め 、 「 工 業 技 術 セ ン タ ー 次 長 」 及 び

「 高 度 技 術 研 究 所 次 長 」 を 削 り 、 同 表 知 事 部 局 企 業 立 地 事 務 所 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「

　 別 表 第 一 教 育 委 員 会 教 育 庁 本 庁 の 項 中 「 給 与 ・ 旅 費 セ ン タ ー 長 」 を 削 り 、 同 表 教 育 委 員 会 図 書 館 の 項 中　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に 改 め 、 同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

表 教 育 委 員 会 青 少 年 交 流 セ ン タ ー の 項 を 削 り 、 同 表 警 察 警 察 本 部 の 項 中 「 刑 事 調 査 官 」 を 「 統 括 検 視 官 」 に 改 め 、 同 表

健 康 環 境 セ ン タ ー 病 理 細 菌 検 査 又 は 理 化 学 試 験 の 業 務 に 従 事 す る こ と を 本 務 と す る 職 員 一

総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー 所 長
食 品 加 工 研 究 所 長

醸 造 試 験 場 長

室 長
主 席 研 究 員

二 種
三 種

警 察 本 部 警 務 部 警 務 課 心 理 学 の 知 識 を 利 用 し て 犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 の 業 務 に 直 接 従 事 す る こ

と を 本 務 と す る 職 員

一
副 館 長

副 館 長

主 幹

四 種
四 種

五 種
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警 察 警 察 署 の 項 中 「 に か ほ 警 察 署 」 を 「 男 鹿 警 察 署 、 に か ほ 警 察 署 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 （ 宿 日 直 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 三 年 三 月 三 十 一 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　　　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 （ 宿 日 直 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ― 八 （ 宿 日 直 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 第 七 号 中 「 青 少 年 交 流 セ ン タ ー 又 は 」 を 削 る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 三 十 三 （ 給 料 表 の 適 用 範 囲 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 三 年 三 月 三 十 一 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　　　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 三 十 三 （ 給 料 表 の 適 用 範 囲 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ― 三 十 三 （ 給 料 表 の 適 用 範 囲 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 第 一 項 第 四 号 中 「 、 青 少 年 交 流 セ ン タ ー 」 及 び 「 又 は 埋 蔵 文 化 財 セ ン タ ー 」 を 削 り 、 「 館 長 」 の 下 に 「 、 主 任

指 導 主 事 、 主 任 社 会 教 育 主 事 、 主 任 管 理 主 事 、 主 任 学 芸 主 事 」 を 加 え 、 同 項 第 六 号 中 「 障 害 福 祉 課 」 の 下 に 「 、 県 民 文

化 政 策 課 」 を 加 え る 。

　 第 三 条 の 二 第 一 項 第 三 号 中 「 、 青 少 年 交 流 セ ン タ ー 」 及 び 「 又 は 埋 蔵 文 化 財 セ ン タ ー 」 を 削 り 、 「 館 長 」 の 下 に 「 、

主 任 指 導 主 事 、 主 任 社 会 教 育 主 事 、 主 任 管 理 主 事 、 主 任 学 芸 主 事 」 を 加 え 、 同 項 第 四 号 中 「 地 域 活 力 創 造 課 、 県 民 文 化

政 策 課 」 を 「 総 合 政 策 課 、 地 域 活 力 創 造 課 、 ス ポ ー ツ 振 興 課 」 に 改 め る 。

　 第 四 条 中 第 五 号 を 削 り 、 第 四 号 を 第 五 号 と し 、 第 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 四　 産 業 技 術 セ ン タ ー

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 六 （ 特 殊 勤 務 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 三 年 三 月 三 十 一 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　　　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 六 （ 特 殊 勤 務 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ― 四 六 （ 特 殊 勤 務 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 八 条 第 一 項 中 「 総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー 、 産 業 技 術 総 合 研 究 セ ン タ ー 」 を 「 産 業 技 術 セ ン タ ー 、 総 合 食 品 研 究 セ ン

タ ー 」 に 改 め る 。

　 第 十 五 条 第 二 号 中 「 又 は 警 察 学 校 」 を 削 る 。

　 第 十 八 条 中 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 二 号 と し 、 第 四 号 か ら 第 八 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

　 第 十 九 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３　 条 例 第 二 十 四 条 第 四 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 額 は 、 八 百 七 十 円 と す る 。

　 第 二 十 条 第 一 項 中 「 第 七 条 第 三 項 及 び 第 十 七 条 第 三 項 」 を 「 第 三 条 第 三 項 、 第 四 条 第 三 項 、 第 七 条 第 三 項 、 第 十 七 条

第 三 項 及 び 第 二 十 四 条 第 四 項 」 に 改 め る 。

　 第 二 十 一 条 第 一 号 ㈣ ⑴ 中 「 第 二 十 三 条 第 一 項 第 十 一 号 」 を 「 第 二 十 三 条 第 一 項 第 十 号 」 に 改 め 、 同 号 ㈣ ⑵ 中 「 第 二 十

三 条 第 一 項 第 十 二 号 」 を 「 第 二 十 三 条 第 一 項 第 十 一 号 」 に 改 め 、 同 号 ㈣ ⑶ 中 「 第 二 十 三 条 第 一 項 第 十 三 号 」 を 「 第 二 十

三 条 第 一 項 第 十 二 号 」 に 改 め 、 同 号 ㈣ ⑷ 中 「 第 二 十 三 条 第 一 項 第 十 五 号 」 を 「 第 二 十 三 条 第 一 項 第 十 四 号 」 に 改 め 、 同

条 第 二 号 ㈧ 中 「 第 二 十 三 条 第 一 項 第 十 二 号 」 を 「 第 二 十 三 条 第 一 項 第 十 一 号 」 に 改 め 、 同 条 第 五 号 中 「 第 十 七 号 」 を

「 第 十 六 号 」 に 改 め る 。

　　　　　　　　　　　　 「

　 別 表 警 察 職 員 手 当 の 項 中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　 「
を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に 、 「 刑 事 調 査 官 」 を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

海 上 警 備 作 業

術 科 指 導 作 業

作 業 に 従 事 し た 日 一 日 に つ き

作 業 に 従 事 し た 日 一 日 に つ き

三 百 八 十 円

二 百 三 十 円

海 上 警 備 作 業 作 業 に 従 事 し た 日 一 日 に つ き 三 百 八 十 円
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「 統 括 検 視 官 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 三 年 三 月 三 十 一 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　　　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ─ 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 の 見 出 し を 「 （ 特 地 公 署 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 別 表 第 一 に 掲 げ る 公 署 と し 、 条 例 第 十 三 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す

る 人 事 委 員 会 が 指 定 す る 公 署 （ 以 下 「 準 特 地 公 署 」 と い う 。 ） は 、 別 表 第 二 」 を 「 別 表 」 に 改 め る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「 六 級 地　　 百 分 の 二 十 五

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 五 級 地　　 百 分 の 二 十　　

　 第 三 条 第 一 項 中 「 に 百 分 の 二 十 五 」 を 「 に 百 分 の 八 」 に 改 め 、　　　　　　　　　　　　　 を 削 り 、 同 条 第 四 項 第 三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四 級 地　　 百 分 の 十 六

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三 級 地　　 百 分 の 十 二　 」

号 中 「 第 三 号 ） 」 を 「 第 三 号 。 以 下 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ） 」 に 、 「 当 該 数 」 を 「 勤 務 時 間 条 例 第 二 条 第 二 項 の 規

定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 第 三

号 ） 」 を 「 第 三 号 。 以 下 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ） 」 に 、 「 当 該 数 」 を 「 勤 務 時 間 条 例 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定

め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 」 に 改 め る 。

　 第 四 条 第 一 項 第 一 号 中 「 準 特 地 公 署 」 を 「 人 事 委 員 会 が 指 定 す る こ れ ら に 準 ず る 公 署 （ 以 下 「 準 特 地 公 署 」 と い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「

う 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 百 分 の 六 」 を 「 百 分 の 五 」 に 改 め 、 同 項 の 表 中　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に 改 め 、 同 条 第 四 項 第 三 号 中 「 第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

三 号 ） 」 を 「 第 三 号 。 以 下 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ） 」 に 、 「 当 該 数 」 を 「 勤 務 時 間 条 例 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り

定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 第 三 号 ） 」 を

「 第 三 号 。 以 下 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ） 」 に 、 「 当 該 数 」 を 「 勤 務 時 間 条 例 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た

そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 」 に 改 め る 。

　 第 七 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 （ 報 告 ）

第 七 条　 任 命 権 者 は 、 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 特 地 公 署 等 」 と い う 。 ） が 移 転 す る 場 合 、 特 地

公 署 等 の 名 称 が 変 更 さ れ る 場 合 そ の 他 人 事 委 員 会 の 定 め る 場 合 に は 、 速 や か に 、 そ の 旨 及 び そ の 内 容 を 人 事 委 員 会 に

報 告 す る も の と す る 。

２　 前 項 に 定 め る 場 合 の ほ か 、 任 命 権 者 は 、 人 事 委 員 会 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 地 公 署 等 の 所 在 地 に お け る 生 活 環 境

等 の 実 情 に つ い て 人 事 委 員 会 に 報 告 す る も の と す る 。

　 第 八 条 を 第 九 条 と し 、 第 七 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 特 地 公 署 等 の 見 直 し ）

第 八 条　 特 地 公 署 及 び 準 特 地 公 署 並 び に 級 別 区 分 に つ い て は 、 五 年 ご と に 見 直 す の を 例 と す る 。

異 動 等 の 日 か ら 起

算 し て 四 年 に 達 す

る ま で の 間

特 地 公 署

準 特 地 公 署

異 動 等 の 日 か ら 起 算 し て 四 年 に

の 間

達 す る ま で 特 地 公 署

準 特 地 公 署

百 分 の 五

百 分 の 四

六 級 地 か ら 三 級 地 ま で

二 級 地 又 は 一 級 地

百 分 の 六

百 分 の 五

百 分 の 四
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　 附 則 第 二 項 の 見 出 し 中 「 条 例 附 則 第 二 項 等 」 を 「 条 例 附 則 第 二 項 」 に 、 「 職 員 」 を 「 職 員 等 」 に 改 め 、 同 項 中 「 次 項

に 定 め る 者 を 除 き 、 」 及 び 「 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 」 を 削 り 、 「 第 四 条 第 二 項 及 び 」 を 「 第 四 条 第 二 項 、 第 三 項 及

び 」 に 改 め 、 同 項 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 三 条 第 一 項

第 三 条 第 二 項

第 三 条 第 三 項

第 五 号

受 け る 給 料 及 び

扶 養 手 当 の 月 額

の 合 計 額

受 け て い た 給 料

及 び 扶 養 手 当 の

月 額 の 合 計 額

受 け る 給 料 及 び

扶 養 手 当 の 月 額

の 合 計 額

間 に あ る 職 員

受 け て い た 給 料

及 び
当 該 定 め る 日 に

受 け て い た 」

受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 一

を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 当 該

職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て

は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の

給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額

受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額

に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ

て 得 た 額 が 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の

給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 か ら 同 日 に お

け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た

額 ） を 減 じ た 額

受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 一

を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 当 該 職

員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て

は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の

給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額

間 に お い て 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二

十 二 年 秋 田 県 条 例 第 五 十 三 号 。 以 下 「 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） に よ

る 改 正 後 の 条 例 附 則 第 二 項 （ 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 附 則 第 四 項 の 規 定 に よ り 読

み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 給 与 が 減 ぜ ら れ て 支 給 さ れ る 職

員
受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額

当 該 定 め る 日 に 受 け て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 当 該 定 め る 日 に 係 る

給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正

条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額

に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二

年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正

後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た

額 が 、 当 該 定 め る 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号

給 の 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年

改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料

月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二

十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る

改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 か ら 当 該 定 め る 日 に お け

る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に つ い て 平 成

二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ

る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た

額 」 と 、 「 現 に 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 現 に 受

け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 一 を

乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 当 該 職 員

の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、

現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料

月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」
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第 三 条 第 四 項

第 一 号

第 三 条 第 四 項

第 二 号

受 け て い た 給 料

及 び
勤 務 時 間 で 除 し

て 得 た 数

同 日 に 受 け て い

た 」 と 、 前 項 第

四 号 又 は 第 五 号

の 規 定 に よ り 読

み 替 え て 適 用 す

る 第 二 項 中

並 び に 同 日 」

同 項 （ 前 項 第 一

号 か ら 第 三 号 ま

で の 規 定 に よ り

読 み 替 え て 適 用

す る 場 合 を 含

む 。 ）

受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額

勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 （ 以 下 「 勤 務 す る こ と と な つ た 日 等 に 係 る 算 出 率 」 と

い う 。 ）

同 日 に 受 け て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を

勤 務 す る こ と と な つ た 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得

た 額 （ 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を 勤 務 す る こ と と な つ た 日 等 に 係 る 算 出 率 で

除 し て 得 た 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し

て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 同

日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を 勤 務 す る こ と と な つ た 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得

た 額 か ら 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給

料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計

額 」 と あ る の は 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給

料 月 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ

て 得 た 額 が 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な

い 場 合 に あ つ て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け

る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え て 適 用 す る 前 項 第 五 号 に 掲 げ る 職 員 で あ る も の に 対 す る 第 二 項 の 規

定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 中

並 び に 同 日 」 と 、 「 受 け て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受 け て

い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成

二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ

る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 勤 務 す る こ と と な つ

た 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 定 め る 日

に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二

年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給

料 月 額 を 勤 務 す る こ と と な つ た 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 百 分 の 九 十

九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最

低 の 号 給 の 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二

十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合

の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て

平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定

に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 勤 務 す る こ と と

な つ た 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 か ら 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い

た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施

行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定

に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 「 受 け る 給 料

及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の

合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料

月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低

の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職

員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」

同 項
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給 料 及 び 扶 養 手

当 の 月 額 の 合 計

額 の 二 分 の 一 に

相 当 す る 額 と

、 給 料 の 月 額

勤 務 時 間 で 除 し

て 得 た 数

合 計 額 の 二 分 の

一 に 相 当 す る 額

と 」 と 、 前 項 第

四 号 又 は 第 五 号

の 規 定 に よ り 読

み 替 え て 適 用 す

る 第 二 項 中

得 た 額 並 び に 」

受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額

受 け て い た 給 料 の 月 額

勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 現 在 に お け る 算 出 率 」 と い

う 。 ）

合 計 額 か ら 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額

に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率

を 乗 じ て 得 た 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属

し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ

て 得 た 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 に 現 在 に お け

る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 か ら 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お

け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 ）

を 減 じ た 額 」 と 、 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受

け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 一 を

乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 当 該 職 員

の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ

て 得 た 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の 属 す

る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た

額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る

前 項 第 五 号 に 掲 げ る 職 員 で あ る も の に 対 す る 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

同 項 の 規 定 中

得 た 額 並 び に 」 と 、 「 受 け て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受 け

て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平

成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に

よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出

率 を 乗 じ て 得 た 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に

つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条

の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 現 在 に お

け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 当 該 定 め る 日 に

お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に つ い て

平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定

に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算

出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額

に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一

条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 現 在 に

お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 か ら 当 該 定 め る 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た

職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行

の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に

よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た

額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は

「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の

一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 当 該

職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を

乗 じ て 得 た 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の

属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て

得 た 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」
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第 三 条 第 四 項

第 三 号

受 け て い た 給 料

及 び
除 し て 得 た 数 で

除 し て 得 た 額

除 し て 得 た 数 を

乗 じ て 得 た 額

同 日 に 受 け て い

た 」 と 、 前 項 第

四 号 又 は 第 五 号

の 規 定 に よ り 読

み 替 え て 適 用 す

る 第 二 項 中

並 び に 同 日 」

受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額

除 し て 得 た 数 （ 以 下 「 勤 務 す る こ と と な つ た 日 等 に 係 る 算 出 率 」 と い う 。 ） で

除 し て 得 た 額

除 し て 得 た 数 （ 以 下 「 現 在 に お け る 算 出 率 」 と い う 。 ） を 乗 じ て 得 た 額

同 日 に 受 け て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を

勤 務 す る こ と と な つ た 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率

を 乗 じ て 得 た 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を 勤 務

す る こ と と な つ た 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗

じ て 得 た 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て

い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得

た 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を 勤 務 す る こ と と

な つ た 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額

か ら 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月

額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 「 受 け

る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の

月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け

る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け

る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 達 し な い 場 合

に あ つ て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低

の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た

額 」 と 、 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 前 項 第 五 号 に 掲 げ る 職 員

で あ る も の に 対 す る 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 中

並 び に 同 日 」 と 、 「 受 け て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受 け て

い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成

二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ

る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 勤 務 す る こ と と な つ

た 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 百

分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改

正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の

条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 勤 務 す る こ と と な つ た 日 等 に 係

る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 百 分 の 九 十 九

を 乗 じ て 得 た 額 が 、 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低

の 号 給 の 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十

二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の

給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 当

該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る

平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し

た 場 合 の 給 料 月 額 を 勤 務 す る こ と と な つ た 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に

現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 か ら 当 該 定 め る 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し

て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例

の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の

規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 を

減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ

る の は 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に

百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額

が 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算
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秋　田　県　公　報　　　　　　　  2011年 平成23年３月31日（木曜日）　  号外第1号

第 三 条 第 四 項

第 四 号

受 け て い た 給 料

及 び
除 し て 得 た 数 で

除 し て 得 た 額

除 し て 得 た 数 を

乗 じ て 得 た 額

同 日 に 受 け て い

た 」 と 、 前 項 第

四 号 又 は 第 五 号

の 規 定 に よ り 読

み 替 え て 適 用 す

る 第 二 項 中

並 び に 同 日 」

出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該

職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗

じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」

受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額

除 し て 得 た 数 （ 以 下 「 勤 務 す る こ と と な つ た 日 等 に 係 る 算 出 率 」 と い う 。 ） で

除 し て 得 た 額

除 し て 得 た 数 （ 以 下 「 現 在 に お け る 算 出 率 」 と い う 。 ） を 乗 じ て 得 た 額

同 日 に 受 け て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を

勤 務 す る こ と と な つ た 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率

を 乗 じ て 得 た 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を 勤 務

す る こ と と な つ た 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗

じ て 得 た 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て

い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得

た 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を 勤 務 す る こ と と

な つ た 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額

か ら 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月

額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 「 受 け

る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の

月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け

る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け

る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 達 し な い 場 合

に あ つ て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低

の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た

額 」 と 、 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 前 項 第 五 号 に 掲 げ る 職 員

で あ る も の に 対 す る 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 中

並 び に 同 日 」 と 、 「 受 け て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受 け て

い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成

二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ

る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 勤 務 す る こ と と な つ

た 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 百

分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改

正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の

条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 勤 務 す る こ と と な つ た 日 等 に 係

る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 百 分 の 九 十 九

を 乗 じ て 得 た 額 が 、 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低

の 号 給 の 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十

二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の

給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 当

該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る

平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し

た 場 合 の 給 料 月 額 を 勤 務 す る こ と と な つ た 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に

現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 か ら 当 該 定 め る 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し

て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例

の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の

規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 を

減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ
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秋　田　県　公　報　　　　　　　  2011年 平成23年３月31日（木曜日）　  号外第1号

第 四 条 第 二 項

第 四 条 第 三 項

第 三 号

第 四 条 第 四 項

第 一 号

受 け て い た 給 料

及 び 扶 養 手 当 の

月 額 の 合 計 額

受 け る 給 料 及 び

扶 養 手 当 の 月 額

の 合 計 額

間 に あ る 職 員

受 け て い た 給 料

及 び
移 転 の 日 に 受 け

て い た 」

受 け て い た 給 料

及 び

る の は 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に

百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額

が 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算

出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該

職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗

じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」

受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額

に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ

て 得 た 額 が 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の

給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 か ら 同 日 に お

け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た

額 ） を 減 じ た 額

受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 一

を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 当 該

職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て

は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の

給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額

間 に お い て 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二

十 二 年 秋 田 県 条 例 第 五 十 三 号 。 以 下 「 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） に よ

る 改 正 後 の 条 例 附 則 第 二 項 （ 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 附 則 第 四 項 の 規 定 に よ り 読

み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 給 与 が 減 ぜ ら れ て 支 給 さ れ る 職

員
受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額

移 転 の 日 に 受 け て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料

月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例

第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 百

分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改

正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の

条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額

が 、 当 該 定 め る 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給

の 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改

正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月

額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十

二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改

正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 か ら 当 該 定 め る 日 に お け る

当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二

十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る

改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た

額 」 と 、 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受 け る 給 料

及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得

た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 当 該 職 員 の 属 す

る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 現 に 受

け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 を

減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」

受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額
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秋　田　県　公　報　　　　　　　  2011年 平成23年３月31日（木曜日）　  号外第1号

第 四 条 第 四 項

第 二 号

勤 務 時 間 で 除 し

て 得 た 数

同 日 に 受 け て い

た 」 と 、 前 項 第

二 号 又 は 第 三 号

の 規 定 に よ り 読

み 替 え て 適 用 す

る 第 二 項 中

並 び に 同 日 」

第 二 項 （ 前 項 第

一 号 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え て 適

用 す る 場 合 を 含

む 。 ）

勤 務 時 間 で 除 し

て 得 た 数

合 計 額 に 、 」

勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 （ 以 下 「 異 動 の 日 等 に 係 る 算 出 率 」 と い う 。 ）

同 日 に 受 け て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を

異 動 の 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 同 日 に 受

け て い た 給 料 月 額 を 異 動 の 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 百 分 の 九 十 九 を

乗 じ て 得 た 額 が 、 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の

号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を 異 動

の 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 か ら 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職

務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 「 受 け る

給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月

額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る

給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け

る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら

当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ

た 額 」 と 、 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 職

員 で あ る も の に 対 す る 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 中

並 び に 同 日 」 と 、 「 受 け て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受 け て

い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成

二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ

る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 異 動 の 日 等 に 係 る 算

出 率 で 除 し て 得 た 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額

に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一

条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 異 動 の

日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 同 日 に お

け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に つ い て 平

成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に

よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ

つ て は 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の

日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ

る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 異 動 の 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 か ら 同

日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に つ

い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の

規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ）

を 減 じ た 額 」 と 、 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受

け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 一 を

乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 当 該 職

員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て

は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の

給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」

第 二 項

勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 現 在 に お け る 算 出 率 」 と い

う 。 ）

合 計 額 か ら 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額
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秋　田　県　公　報　　　　　　　  2011年 平成23年３月31日（木曜日）　  号外第1号

第 四 条 第 四 項

第 三 号

と 、 前 項 第 二 号

又 は 第 三 号 の 規

定 に よ り 読 み 替

え て 適 用 す る 第

二 項 中

得 た 額 並 び に 」

受 け て い た 給 料

及 び
除 し て 得 た 数 で

除 し て 得 た 額

除 し て 得 た 数 を

乗 じ て 得 た 額

同 日 に 受 け て い

た 」 と 、 前 項 第

二 号 又 は 第 三 号

の 規 定 に よ り 読

に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率

を 乗 じ て 得 た 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属

し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ

て 得 た 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 に 現 在 に お け

る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 か ら 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お

け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 ）

を 減 じ た 額 に 、 」 と 、 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は

「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の

一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 当

該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ

て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給

の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て

適 用 す る 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 で あ る も の に 対 す る 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 同 項 の 規 定 中

得 た 額 並 び に 」 と 、 「 受 け て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受 け

て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平

成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に

よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出

率 を 乗 じ て 得 た 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に

つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条

の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 現 在 に お

け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 当 該 定 め る 日 に

お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に つ い て

平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定

に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算

出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額

に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一

条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 現 在 に

お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 か ら 当 該 定 め る 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た

職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行

の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に

よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た

額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は

「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の

一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 当

該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ

て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給

の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」

受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額

除 し て 得 た 数 （ 以 下 「 異 動 の 日 等 に 係 る 算 出 率 」 と い う 。 ） で 除 し て 得 た 額

除 し て 得 た 数 （ 以 下 「 現 在 に お け る 算 出 率 」 と い う 。 ） を 乗 じ て 得 た 額

同 日 に 受 け て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を

異 動 の 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額

に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を 異 動 の 日 等 に 係 る 算

出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗
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第 四 条 第 四 項

第 四 号

み 替 え て 適 用 す

る 第 二 項 中

並 び に 同 日 」

受 け て い た 給 料

及 び
除 し て 得 た 数 で

除 し て 得 た 額

除 し て 得 た 数 を

乗 じ て 得 た 額

同 日 に 受 け て い

た 」 と 、 前 項 第

二 号 又 は 第 三 号

の 規 定 に よ り 読

じ て 得 た 額 が 、 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号

給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て

は 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を 異 動 の 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現

在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 か ら 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務

の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 減

じ た 額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る

の は 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百

分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額

が 、 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合

に あ つ て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低

の 号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み

替 え て 適 用 す る 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 で あ る も の に 対 す る 第 二 項 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 中

並 び に 同 日 」 と 、 「 受 け て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受 け て

い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成

二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ

る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 異 動 の 日 等 に 係 る 算

出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て

得 た 額 （ 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の

日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ

る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 異 動 の 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在

に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 同 日 に お け

る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に つ い て 平 成

二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ

る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率

を 乗 じ て 得 た 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ

い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の

規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 異 動 の 日 等

に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 か ら 当 該 定

め る 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額

に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一

条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 現 在 に

お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 「 受 け る 給 料 及 び

扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計

額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額

に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の

号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員

の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」

受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額

除 し て 得 た 数 （ 以 下 「 異 動 の 日 等 に 係 る 算 出 率 」 と い う 。 ） で 除 し て 得 た 額

除 し て 得 た 数 （ 以 下 「 現 在 に お け る 算 出 率 」 と い う 。 ） を 乗 じ て 得 た 額

同 日 に 受 け て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を

異 動 の 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額

に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を 異 動 の 日 等 に 係 る 算

出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗
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　 附 則 第 三 項 を 削 る 。

　 別 表 第 二 を 削 り 、 別 表 第 一 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 （ 第 二 条 関 係 ）
み 替 え て 適 用 す

る 第 二 項 中

並 び に 同 日 」

じ て 得 た 額 が 、 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号

給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て

は 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 を 異 動 の 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現

在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 か ら 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務

の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 減

じ た 額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る

の は 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百

分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額

が 、 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合

に あ つ て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低

の 号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み

替 え て 適 用 す る 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 で あ る も の に 対 す る 第 二 項 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 中

並 び に 同 日 」 と 、 「 受 け て い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受 け て

い た 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成

二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ

る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 異 動 の 日 等 に 係 る 算

出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て

得 た 額 （ 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の

日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ

る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 異 動 の 日 等 に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在

に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 同 日 に お け

る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に つ い て 平 成

二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ

る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 現 在 に お け る 算 出 率

を 乗 じ て 得 た 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 当 該 定 め る 日 に 係 る 給 料 月 額 に つ

い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の

規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 を 異 動 の 日 等

に 係 る 算 出 率 で 除 し て 得 た 額 に 現 在 に お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 か ら 当 該 定

め る 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 し て い た 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額

に つ い て 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一

条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 月 額 に 現 在 に

お け る 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」 と 、 「 受 け る 給 料 及 び

扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の は 「 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計

額 か ら 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額

に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の

号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員

の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） を 減 じ た 額 」

公　　　　　　　　 署　　　　　　　　 名

農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー 内 水 面 試 験 池

北 秋 田 地 域 振 興 局 建 設 部 工 務 課 早 口 ダ ム 管 理 事 務 所

北 秋 田 地 域 振 興 局 建 設 部 工 務 課 萩 形 ダ ム 管 理 事 務 所

北 秋 田 地 域 振 興 局 建 設 部 工 務 課 森 吉 ダ ム 管 理 事 務 所

所　　　　　　 在 　　　　　　 地

北 秋 田 市 阿 仁 中 村 字 戸 草 沢 六 七

大 館 市 早 口 字 大 割 沢 一

北 秋 田 郡 上 小 阿 仁 村 南 沢 字 小 阿 仁 奥 山 国 有 林

北 秋 田 市 森 吉 字 砂 子 沢 下 岱 七 〇

級 別 区 分

一 級 地

一 級 地

二 級 地

二 級 地
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　 備 考　 こ の 表 に 掲 げ る 公 署 の う ち 、 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー 内 水 面 試 験 池 に つ い て は 、 冬 期 （ 毎 年 十 一 月 一 日 か ら 翌

　　　 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 期 間 を い う 。 ） は 、 級 別 区 分 が 二 級 地 で あ る 公 署 と し て 同 表 に 掲 げ ら れ て い る も の と す

　　　 る 。

　　　 附　 則

　 （ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 （ 特 地 公 署 と さ れ て い た 公 署 に 勤 務 す る 職 員 の 特 地 勤 務 手 当 等 の 月 額 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２　 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 規 則 七 ─ 六 二 （ 以 下 「 改 正 後 の 規 則 」 と い う 。 ） 第 二 条 に 定 め る も の の ほ か 、 雄 勝 地 域 振

興 局 建 設 部 工 務 課 秋 ノ 宮 道 路 管 理 セ ン タ ー 及 び 湯 沢 警 察 署 高 瀬 警 察 官 駐 在 所 は 、 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の

間 、 特 地 公 署 と す る 。

３　 前 項 の 規 定 に 基 づ き 特 地 公 署 と さ れ た 公 署 に 勤 務 す る 職 員 の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 秋 田

県 条 例 第 二 十 二 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 三 条 の 二 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当 の 月 額 は 、 改

正 後 の 規 則 第 三 条 及 び 附 則 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 特 地 勤 務 手 当 経 過 措 置 基 礎 額 に 百 分 の 四 を 乗 じ て 得 た 額 に 、

平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ っ て は 百 分 の 七 十

を 、 同 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ っ て は 百 分 の 四 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満

の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。

４　 前 項 の 特 地 勤 務 手 当 経 過 措 置 基 礎 額 は 、 改 正 後 の 規 則 第 三 条 第 二 項 各 号 に 定 め る 日 に 受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当

の 月 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 当 該 定 め る 日 に 受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 」 と い う 。 ） の 合 計 額 の 二 分 の 一

に 相 当 す る 額 と 施 行 日 の 前 日 に 受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 を 合 算 し た 額

（ そ の 額 が 当 該 定 め る 日 に 受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 と 現 に 受 け る 給 料 及

び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 （ 条 例 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 給 与 が 減 ぜ ら れ て 支 給 さ れ る 職 員

（ 以 下 「 減 額 支 給 対 象 職 員 」 と い う 。 ） に あ っ て は 、 現 に 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る

給 料 月 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 当 該 減 額 支 給 対 象 職 員

の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ っ て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 減 額 支 給

対 象 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 （ 以 下 「 減 額 基 礎 額 」 と い う 。 ） ） を 減 じ た 額

の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 ） を 合 算 し た 額 を 超 え る こ と と な る 期 間 に つ い て は 、 当 該 合 算 し た 額 ） と す る 。

５　 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 特 地 公 署 と さ れ た 公 署 に 在 勤 す る 職 員 の 条 例 第 十 三 条 の 三 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 特

地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 の 月 額 は 、 改 正 後 の 規 則 第 四 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で 、 第 五 条 第 四 項 又 は 附 則 第 二 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 準 ず る 手 当 経 過 措 置 基 礎 額 に 百 分 の 五 （ 施 行 日 前 に 条 例 第 十 三 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 公 署 を 異 に す

る 異 動 の 日 （ そ の 職 員 が 改 正 後 の 規 則 第 五 条 第 四 項 第 一 号 に 規 定 す る 職 員 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 同 号 に 規 定 す る

日 。 以 下 こ の 項 及 び 第 九 項 に お い て 「 異 動 の 日 」 と い う 。 ） か ら 起 算 し て 四 年 に 達 し た 場 合 に お け る 施 行 日 か ら 異 動

の 日 か ら 起 算 し て 五 年 に 達 す る 日 ま で の 間 及 び 施 行 日 か ら 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 期 間 内 に 異 動 の 日 か ら 起

算 し て 四 年 に 達 し た 場 合 に お け る そ の 四 年 に 達 し た 日 後 か ら 当 該 期 間 内 の 異 動 の 日 か ら 起 算 し て 五 年 に 達 す る 日 ま で

の 間 に つ い て は 百 分 の 四 、 施 行 日 前 に 異 動 の 日 か ら 起 算 し て 五 年 に 達 し た 場 合 及 び 施 行 日 か ら 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十

一 日 ま で の 期 間 内 に 異 動 の 日 か ら 起 算 し て 五 年 に 達 し た 場 合 に お け る そ の 五 年 に 達 し た 日 後 に つ い て は 百 分 の 二 ） を

乗 じ て 得 た 額 に 、 施 行 日 か ら 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ っ て は 百 分 の 七 十 を 、 同 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二

十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ っ て は 百 分 の 四 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端

数 を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。

６　 前 項 の 準 ず る 手 当 経 過 措 置 基 礎 額 は 、 改 正 後 の 規 則 第 四 条 第 二 項 （ 同 条 第 三 項 及 び 第 四 項 に お い て 読 み 替 え ら れ る

場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第 五 条 第 四 項 に 規 定 す る 日 に 受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 （ そ の 額 が 当 該 職 員 の

現 に 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 （ 減 額 支 給 対 象 職 員 に あ っ て は 、 当 該 合 計 額 か ら 減 額 基 礎 額 を 減 じ た

額 ） を 超 え る こ と と な る 期 間 に つ い て は 、 当 該 合 計 額 ） と す る 。

山 本 地 域 振 興 局 建 設 部 工 務 課 素 波 里 ダ ム 管 理 事 務 所

仙 北 地 域 振 興 局 建 設 部 工 務 課 鎧 畑 ダ ム 管 理 事 務 所

鹿 角 警 察 署 十 和 田 湖 警 察 官 駐 在 所

北 秋 田 警 察 署 幸 屋 渡 警 察 官 駐 在 所

由 利 本 荘 警 察 署 笹 子 警 察 官 駐 在 所

山 本 郡 藤 里 町 粕 毛 字 鹿 瀬 内 沢 国 有 林

仙 北 市 田 沢 湖 田 沢 字 中 山 四 四 の 七

鹿 角 郡 小 坂 町 十 和 田 湖 字 大 川 岱 一 三 の 六

北 秋 田 市 阿 仁 幸 屋 渡 字 西 野 小 綱 一 一 の 六

由 利 本 荘 市 鳥 海 町 上 笹 子 字 下 野 四 の 二

一 級 地

一 級 地

二 級 地

一 級 地

一 級 地



− 16 −

秋　田　県　公　報　　　　　　　  2011年 平成23年３月31日（木曜日）　  号外第1号
　 （ 級 別 区 分 が 下 位 と な っ た 特 地 公 署 に 勤 務 す る 職 員 の 特 地 勤 務 手 当 等 の 月 額 に 関 す る 経 過 措 置 ）

７　 施 行 日 に お け る 級 別 区 分 が 二 級 地 に 該 当 す る こ と と な っ た 公 署 の う ち 、 施 行 日 の 前 日 に お け る 級 別 区 分 が 四 級 地 又

　 は 三 級 地 と さ れ て い た 公 署 に 勤 務 す る 職 員 の 条 例 第 十 三 条 の 二 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当 の 月 額

は 、 改 正 後 の 規 則 第 三 条 及 び 附 則 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 （ そ の 期 間 内 に 当

該 公 署 が 級 別 区 分 の 異 な る 特 地 公 署 に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 又 は 特 地 公 署 に 該 当 し な い こ と と な っ た 場 合 に あ っ

て は 、 そ の 該 当 し 、 又 は 該 当 し な い こ と と な っ た 日 の 前 日 ま で の 間 ） 、 改 正 後 の 規 則 第 三 条 又 は 附 則 第 二 項 の 規 定 に

よ る 特 地 勤 務 手 当 の 月 額 に 、 第 三 項 の 特 地 勤 務 手 当 経 過 措 置 基 礎 額 に 当 該 公 署 の 施 行 日 の 前 日 に お け る 級 別 区 分 に 係

る 支 給 割 合 か ら 施 行 日 に お け る 級 別 区 分 に 係 る 支 給 割 合 を 減 じ た 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 に 施 行 日 か ら 平 成 二 十 四 年 三 月

三 十 一 日 ま で の 間 に あ っ て は 百 分 の 七 十 を 、 同 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ っ て は 百 分 の

四 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） を 加 算 し て 得 た 額 （ そ の 額

が 現 に 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 （ 減 額 支 給 対 象 職 員 に あ っ て は 、 当 該 合 計 額 か ら 減 額 基 礎 額 を 減 じ た

額 ） に 百 分 の 二 十 五 を 乗 じ て 得 た 額 を 超 え る と き は 、 当 該 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切

り 捨 て た 額 ） ） と す る 。

８　 施 行 日 に お け る 級 別 区 分 が 一 級 地 に 該 当 す る こ と と な っ た 公 署 の う ち 、 施 行 日 の 前 日 に お け る 級 別 区 分 が 四 級 地 と

さ れ て い た 公 署 に 勤 務 す る 職 員 の 条 例 第 十 三 条 の 二 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当 の 月 額 は 、 改 正 後 の

規 則 第 三 条 及 び 附 則 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 二 十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 （ そ の 期 間 内 に 当 該 公 署 が 級 別

区 分 の 異 な る 特 地 公 署 に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 又 は 特 地 公 署 に 該 当 し な い こ と と な っ た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 該

当 し 、 又 は 該 当 し な い こ と と な っ た 日 の 前 日 ま で の 間 ） 、 改 正 後 の 規 則 第 三 条 又 は 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務

手 当 の 月 額 に 、 第 三 項 の 特 地 勤 務 手 当 経 過 措 置 基 礎 額 に 当 該 公 署 の 施 行 日 の 前 日 に お け る 級 別 区 分 に 係 る 支 給 割 合 か

ら 施 行 日 に お け る 級 別 区 分 に 係 る 支 給 割 合 を 減 じ た 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 に 施 行 日 か ら 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で

の 間 に あ っ て は 百 分 の 七 十 五 を 、 同 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ っ て は 百 分 の 五 十 を 、 同

年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ っ て は 百 分 の 二 十 五 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端

数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） を 加 算 し て 得 た 額 （ そ の 額 が 現 に 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計

額 （ 減 額 支 給 対 象 職 員 に あ っ て は 、 当 該 合 計 額 か ら 減 額 基 礎 額 を 減 じ た 額 ） に 百 分 の 二 十 五 を 乗 じ て 得 た 額 を 超 え る

と き は 、 当 該 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） ） と す る 。

９　 施 行 日 に お け る 特 地 公 署 の う ち 、 施 行 日 の 前 日 に お け る 級 別 区 分 が 四 級 地 又 は 三 級 地 と さ れ て い た 公 署 に 在 勤 す る

職 員 の 条 例 第 十 三 条 の 三 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 の 月 額 は 、 改 正 後 の 規 則 第 四 条 第

二 項 か ら 第 四 項 ま で 、 第 五 条 第 四 項 又 は 附 則 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 （ そ の

期 間 内 に 当 該 公 署 が 級 別 区 分 の 異 な る 特 地 公 署 に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 （ 級 別 区 分 が 二 級 地 で あ る 公 署 が 一 級 地

に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 及 び 一 級 地 で あ る 公 署 が 二 級 地 に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 を 除 く 。 ） 又 は 特 地 公 署 に

該 当 し な い こ と と な っ た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 該 当 し 、 又 は 該 当 し な い こ と と な っ た 日 の 前 日 ま で の 間 ） 、 改 正 後 の

規 則 第 四 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で 、 第 五 条 第 四 項 又 は 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 の 月 額 に 、

第 五 項 の 準 ず る 手 当 経 過 措 置 基 礎 額 に 百 分 の 一 （ 施 行 日 前 に 異 動 の 日 か ら 起 算 し て 四 年 に 達 し た 場 合 及 び 施 行 日 か ら

平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 期 間 内 に 異 動 の 日 か ら 起 算 し て 四 年 に 達 し た 場 合 に お け る そ の 四 年 に 達 し た 日 後 に

つ い て は 、 零 ） を 乗 じ て 得 た 額 に 施 行 日 か ら 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ っ て は 百 分 の 七 十 を 、 同 年 四 月

一 日 か ら 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ っ て は 百 分 の 四 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る

と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） を 加 算 し て 得 た 額 （ そ の 額 が 現 に 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 （ 減 額

支 給 対 象 職 員 に あ っ て は 、 当 該 合 計 額 か ら 減 額 基 礎 額 を 減 じ た 額 ） に 百 分 の 六 を 乗 じ て 得 た 額 を 超 え る と き は 、 当 該

額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） ） と す る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 八 ― 八 （ 職 員 の 育 児 休 業 等 ） を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 三 年 三 月 三 十 一 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　　　 人 事 委 員 会 規 則 八 ― 八 （ 職 員 の 育 児 休 業 等 ）

　 （ 趣 旨 ）

第 一 条　 こ の 規 則 は 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 秋 田 県 条 例 第 六 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第

四 号 、 第 二 条 の 二 第 三 号 、 第 七 条 第 一 項 、 第 八 条 、 第 十 二 条 及 び 第 二 十 四 条 第 二 号 の 規 定 に 基 づ き 、 職 員 の 育 児 休 業

等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

　 （ 育 児 休 業 に 係 る 勤 務 日 の 日 数 を 考 慮 し て 定 め る 非 常 勤 職 員 ）

第 二 条　 条 例 第 二 条 第 四 号 ㈠ ⑶ の 規 則 で 定 め る 非 常 勤 職 員 は 、 一 週 間 の 勤 務 日 の 日 数 が 三 日 以 上 と さ れ て い る 非 常 勤 職

員 又 は 週 以 外 の 期 間 に よ っ て 勤 務 日 が 定 め ら れ て い る 非 常 勤 職 員 で あ っ て 一 年 間 の 勤 務 日 の 日 数 が 百 二 十 一 日 以 上 で

あ る も の と す る 。

　 （ 子 の 一 歳 到 達 日 後 に 育 児 休 業 を す る こ と が 継 続 的 な 勤 務 の た め に 特 に 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 ）



− 17 −

秋　田　県　公　報　　　　　　　  2011年 平成23年３月31日（木曜日）　  号外第1号

第 三 条　 条 例 第 二 条 の 二 第 三 号 ㈡ の 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。

　 一　 非 常 勤 職 員 が 養 育 す る 一 歳 か ら 一 歳 六 か 月 に 達 す る ま で の 子 に つ い て 、 保 育 所 （ 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律

第 百 六 十 四 号 ） 第 三 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 育 所 を い う 。 ） に お け る 保 育 の 実 施 を 希 望 し 、 申 込 み を 行 っ て い る

が 、 当 該 子 の 一 歳 到 達 日 後 の 期 間 に つ い て 、 当 面 そ の 実 施 が 行 わ れ な い 場 合

　 二　 常 態 と し て 前 号 の 子 を 養 育 し て い る 当 該 子 の 親 で あ る 配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ

る 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） で あ っ て 当 該 子 の 一 歳 到 達 日 後 の 期 間 に つ い て 常 態 と し て 当 該 子 を 養 育 す る 予 定 の 者 が

次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合

　　 ㈠　 死 亡 し た 場 合

　　 ㈡　 負 傷 、 疾 病 又 は 身 体 上 若 し く は 精 神 上 の 障 害 に よ り 当 該 子 を 養 育 す る こ と が 困 難 と な っ た 場 合

　　 ㈢　 当 該 子 と 別 居 す る こ と と な っ た 場 合

　　 ㈣　 六 週 間 （ 多 胎 妊 娠 の 場 合 に あ っ て は 、 十 四 週 間 ） 以 内 に 出 産 す る 予 定 で あ る 場 合 又 は 産 後 八 週 間 を 経 過 し な い

場 合

　 （ 育 児 休 業 を し て い る 職 員 の 期 末 手 当 に 係 る 勤 務 し た 期 間 に 相 当 す る 期 間)

第 四 条　 条 例 第 七 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 休 暇 の 期 間 そ の 他 勤 務 し な い こ と に つ き 任 命 権 者 の 承 認 が あ っ た 期

間 の う ち 、 次 に 掲 げ る 期 間 以 外 の 期 間 と す る 。

　 一　 育 児 休 業 を し て い た 期 間

　 二　 規 則 七 ― 九 （ 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 ） 第 一 条 第 三 号 、 第 四 号 、 第 八 号 及 び 第 九 号 に 掲 げ る 職 員 、 臨 時 的 に 任 用 さ

れ る 職 員 並 び に 非 常 勤 職 員 （ 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。 ） と し て 在 職 し た 期 間

　 三　 休 職 に さ れ て い た 期 間 （ 規 則 七 ― 九 （ 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 ） 第 五 条 第 二 項 第 四 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 期 間 を 除

く 。 ）

　 （ 条 例 第 八 条 の 規 定 に よ る 育 児 休 業 を し た 職 員 の 職 務 復 帰 後 に お け る 号 給 の 調 整 ）

第 五 条　 育 児 休 業 を し た 職 員 が 職 務 に 復 帰 し た と き は 、 当 該 職 員 の 育 児 休 業 を し た 期 間 を 百 分 の 百 以 下 の 換 算 率 に よ り

換 算 し て 得 た 期 間 を 引 き 続 き 勤 務 し た も の と み な し て 、 そ の 職 務 に 復 帰 し た 日 及 び そ の 日 後 に お け る 最 初 の 昇 給 日

（ 規 則 七 ― 〇 （ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ） 第 三 十 三 条 に 規 定 す る 昇 給 日 を い う 。 ） 又 は そ の い ず れ か の 日 に 、 昇

給 の 場 合 に 準 じ て そ の 者 の 号 給 を 調 整 す る こ と が で き る 。

　 （ 育 児 短 時 間 勤 務 に 係 る 条 例 第 十 二 条 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 時 間 等 ）

第 六 条　 条 例 第 十 二 条 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 時 間 は 、 二 時 間 と す る 。

２　 条 例 第 十 二 条 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 日 数 は 十 二 日 と し 、 同 号 の 規 則 で 定 め る 時 間 は 十 六 時 間 と す る 。

　 （ 部 分 休 業 に 係 る 勤 務 日 の 日 数 及 び 勤 務 時 間 を 考 慮 し て 定 め る 非 常 勤 職 員 ）

第 七 条　 条 例 第 二 十 四 条 第 二 号 ㈡ の 規 則 で 定 め る 非 常 勤 職 員 は 、 一 週 間 の 勤 務 日 の 日 数 が 三 日 以 上 と さ れ て い る 非 常 勤

職 員 又 は 週 以 外 の 期 間 に よ っ て 勤 務 日 が 定 め ら れ て い る 非 常 勤 職 員 で あ っ て 一 年 間 の 勤 務 日 の 日 数 が 百 二 十 一 日 以 上

で あ る も の （ 一 日 に つ き 定 め ら れ た 勤 務 時 間 が 六 時 間 十 五 分 以 上 で あ る 勤 務 日 が あ る も の に 限 る 。 ） と す る 。

　　　 附　 則

　 （ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 （ 規 則 七 ― 〇 （ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ） の 一 部 改 正 ）

２　 規 則 七 ― 〇 （ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 四 十 二 条 中 第 三 項 を 削 り 、 第 四 項 を 第 三 項 と す る 。

　 （ 規 則 七 ― 九 （ 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 ） の 一 部 改 正 ）

３　 規 則 七 ― 九 （ 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 六 条 の 五 を 削 る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 一 一 ― 一 （ 公 平 委 員 会 の 事 務 委 託 市 町 村 、 一 部 事 務 組 合 及 び 広 域 連 合 の 管 理 職 員 等 の 範 囲 ） の 一 部 を

改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 三 年 三 月 三 十 一 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　　　 人 事 委 員 会 規 則 一 一 ― 一 （ 公 平 委 員 会 の 事 務 委 託 市 町 村 、 一 部 事 務 組 合 及 び 広 域 連 合 の 管 理 職 員 等 の 範 囲 ） の 一

　　　 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 一 一 ― 一 （ 公 平 委 員 会 の 事 務 委 託 市 町 村 、 一 部 事 務 組 合 及 び 広 域 連 合 の 管 理 職 員 等 の 範 囲 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

　 別 表 第 一 北 秋 田 市 上 小 阿 仁 村 病 院 組 合 の 項 を 削 る 。

　　　 附　 則
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　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 〇 （ 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 三 年 三 月 三 十 一 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　　　 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 〇 （ 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 一 二 ― 〇 （ 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 中 第 三 号 を 削 り 、 第 二 号 を 第 三 号 と し 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 二　 秋 田 県 産 業 技 術 セ ン タ ー 副 所 長

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 人 事 委 員 会 細 則 七 ― 六 二 ― 一 （ 特 地 勤 務 手 当 等 の 実 施 細 則 ） を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 三 年 三 月 三 十 一 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 人 事 委 員 会 事 務 局 長　 松　 橋　 彰　 雄

　　　 人 事 委 員 会 細 則 七 ― 六 二 ― 一 （ 特 地 勤 務 手 当 等 の 実 施 細 則 ）

　 細 則 七 ― 六 二 ― 一 （ 特 地 勤 務 手 当 等 の 実 施 細 則 ） の 全 部 を 改 正 す る 。

　 （ 特 地 公 署 の 級 別 等 の 決 定 基 準 ）

第 一 条　 特 地 公 署 の 級 別 区 分 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 所 要 時 間 （ 公 署 か ら 最 寄 り の 人 口 集 中 地 区 等 （ 最 近 の 国 勢 調 査

の 結 果 に よ る 人 口 集 中 地 区 又 は 準 人 口 集 中 地 区 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 外 縁 に 到 達 す る ま で に 要 す る 時 間 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 級 別 区 分 と す る も の と す る 。

２　 準 特 地 公 署 は 、 所 要 時 間 が 四 十 分 以 上 六 十 分 未 満 で あ る 公 署 の う ち 当 該 公 署 の 職 員 が 当 該 公 署 に 勤 務 す る 職 員 の 居

住 の 用 に 供 す る た め に 設 け ら れ た 住 居 に 居 住 す る 必 要 が あ る も の 、 道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 二 条 第

一 項 に 規 定 す る 道 路 を 利 用 す る こ と が 困 難 な も の そ の 他 の 特 別 の 事 情 が あ る も の と す る 。

　 （ 所 要 時 間 の 算 定 ）

第 二 条　 所 要 時 間 の 算 定 は 、 公 署 と 最 寄 り の 人 口 集 中 地 区 等 の 外 縁 と の 間 の 道 路 （ 道 路 交 通 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百

五 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 道 路 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て 、 当 該 道 路 の 路 線 ご と の 距 離 を 次 の 表 の 上

欄 に 掲 げ る 道 路 種 別 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る 平 均 旅 行 速 度 で 除 し て 得 た 数 に 六 十 を 乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数

に 整 数 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 四 捨 五 入 し て 得 た 数 ） に 相 当 す る 時 間 （ 同 表 の 道 路 種 別 に 定 め の な い 道 路 が

あ る と き は 、 現 に 当 該 道 路 の 通 行 に 要 す る 時 間 を 考 慮 し て 事 務 局 長 が 認 め た 時 間 ） を 算 出 し 、 こ れ ら を 合 算 し て 行

う 。

２　 前 項 に 規 定 す る 公 署 と 最 寄 り の 人 口 集 中 地 区 等 の 間 の 道 路 に 係 る 距 離 は 、 自 動 車 そ の 他 の 交 通 の 用 具 で 事 務 局 長 が

認 め る も の に よ り 、 一 般 に 利 用 し う る 最 短 の 経 路 の 長 さ に よ る も の と す る 。

３　 毎 年 十 一 月 一 日 か ら 翌 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 期 間 に 係 る 所 要 時 間 は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に よ

り 算 定 さ れ た 所 要 時 間 に 一 ・ 二 を 乗 じ て 得 た 数 に 相 当 す る 時 間 と す る 。

　 （ 生 活 環 境 等 の 実 情 の 報 告 等 ）

第 三 条　 規 則 七 ― 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） 第 七 条 の 規 定 に よ る 任 命 権 者 の 報 告 は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る 様 式 に よ り 行

所　　　 要　　　 時　　　 間

九 十 分 以 上

六 十 分 以 上 九 十 分 未 満

級 別 区 分

二 級 地

一 級 地

道　 路　 種　 別

一 般 国 道

県 道 又 は 市 町 村 道

平　　 均　　 旅　　 行　　 速　　 度

三 十 九 ・ 九 キ ロ メ ー ト ル 毎 時

三 十 七 ・ 七 キ ロ メ ー ト ル 毎 時

人 事 委 員 会 細 則
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う も の と す る 。

２　 任 命 権 者 は 、 新 た に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 該 当 す る こ と と な る 公 署 の 所 在 地 に お け る 生 活 環 境 等 の 実 情 に つ い

て 、 前 項 の 様 式 に よ り 人 事 委 員 会 に 報 告 す る も の と す る 。

　 （ 事 務 局 長 の 措 置 ）

第 四 条　 事 務 局 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た と き そ の 他 必 要 と 認 め る と き は 、 必 要 な 調 査 を 行 い 、 当 該 報 告 に

係 る 公 署 に つ い て 所 要 時 間 を 算 定 す る 。

　　　 附　 則

１　 こ の 細 則 は 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２　 平 成 二 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 第 一 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 業 務 の 実 情 、 職 員 の 居 住 の 状 況 そ の 他 の 特 別 な

事 情 を 考 慮 し て 、 公 署 か ら 最 寄 り の 人 口 集 中 地 区 等 以 外 の 人 口 集 中 地 区 等 ま で の 間 の 所 要 時 間 に 応 じ て 級 別 区 分 を 決

定 す る こ と が 適 当 で あ る と 事 務 局 長 が 認 め た 当 該 公 署 の 級 別 区 分 は 、 当 該 公 署 か ら 当 該 人 口 集 中 地 区 等 ま で の 間 の 所

要 時 間 に 応 じ て 決 定 す る 。
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